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水質汚濁に係る環境基準は、環境基本法第16

条により、人の健康を保護しおよび生活環境を保

全する上で維持することが望ましい基準として示

されています。

人の健康の保護に関する環境基準は公共用水域

全般に適用されるのに対し、生活環境の保全に係

る環境基準は、指定された水域ごとに適用されま

す。

公共用水域の水質汚濁状況の把握のため、水質

汚濁防止法第15条に基づき毎年調査を実施し、

その結果を同法第17条に基づき公表しています。

「平成25（2013）年度公共用水域および地下水

の水質測定計画（三重県）」に基づき、環境基準未

指定河川を含む県内49河川76地点および４海域

（伊勢湾、英虞湾、五ヶ所湾および尾鷲湾）27地

点において、水質調査を実施しました。

なお、調査は県、国土交通省中部地方整備局、

同近畿地方整備局および四日市市が分担して行っ

ています。

ア 河川の水質調査結果

水質汚濁に係る環境基準のうち「生活環境の保

全に関する環境基準」の項目であるpH、BOD、

SS、DO、大腸菌群数について、県内49河川76

地点で水質調査を実施しました。

このうち河川に係る有機汚濁の代表的な指標で

あるBODでみると、環境基準の類型が指定され

ている47河川62水域（63地点）のうち、57水域

で環境基準を達成しており、達成率は92％とな

りました（前年度94％）。

また、「人の健康の保護に関する環境基準」の項

目であるカドミウム、シアン等26項目について

は、県内49河川で調査を実施しました。その結

果、志登茂川、岩田川、笹笛川、勢田川の4地点

においてほう素が環境基準（1.0㎎／Ｌ）を超過

しましたが、海水に含まれるほう素が原因であり、

人為的な影響によるものではありませんでした。

イ 海域の水質調査結果

水質汚濁に係る環境基準のうち、「生活環境の

保全に関する環境基準」の項目であるpH、COD、

DO、大腸菌群数、ｎ－ヘキサン抽出物質（油分

等）、全窒素、全燐について、４海域（27地点）で

水質調査を実施しました。その結果、海域の有機

汚濁の代表的な指標であるCODでは、環境基準

の類型が指定されている４海域８水域のうち、５

水域において環境基準を達成し（３水域で未達成）、

達成率は63％（前年度63％）となりました。

また、海域の富栄養化の原因物質である全窒素

および全燐の環境基準については、類型指定が行

われている４海域６水域のうち、全窒素は100％

（前年度100％）、全燐も100％（前年度33％）の

達成率となりました。

「人の健康の保護に関する環境基準」の項目で

あるカドミウム、シアン等23項目については、

４海域（８地点）で調査を実施したところ、前年

度に引き続きすべての地点で環境基準を達成しま

した。

河川の環境基準達成率は近年改善傾向にあり、

90％以上の高い達成率を維持しています。一方、

海域の環境基準達成率は平成25（2013）年度は

63％でしたが、伊勢湾全域での環境基準達成率

は50％前後の横ばいで推移しており、河川と比

べると改善が進んでいない状況にあります。

今後、河川のさらなる水質改善および海域の環

境基準達成率向上のため、引き続き工場・事業場

の排水規制に係る指導監督を行うとともに、生活

排水による汚濁負荷を削減するため、生活排水処

理施設の整備を進めていきます。特に閉鎖性の海

域である伊勢湾については、水質総量削減計画に

基づき汚濁負荷の削減に取り組んでいきます。

海水浴場等は人が水とふれあう最も身近な場所

であり、きれいで安全な水質を確保する必要があ

ることから、利用者が概ね１万人／年以上の水浴

場を目安として毎年水質検査を実施し、快適に遊

泳ができる状態であるかの確認を行っています。

平成25（2013）年度のシーズン前に実施した

水質検査では、調査対象の19水浴場中、国が定

めた判定基準でＡＡと判定された水浴場は12か

所、Aは1か所、Ｂは6か所で、不適と判定され
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昭和53（1978）年６月の水質汚濁防止法の一

部改正によりCODに係る水質総量規制制度が導

入されて以来、汚濁負荷の総量規制を実施してお

り、第６次総量削減計画の目標年度である平成

21（2009）年度では、伊勢湾に排出される汚濁

負荷量が昭和54（1979）年度実績の51％まで削

減されました。（図１-４-１）

また、伊勢湾に排出される全窒素に係る汚濁負

荷量は、平成11（1999）年度の負荷量に対して

83％、全燐では59％に削減されました。（図１

-４-２）

しかしながら、伊勢湾では海底に堆積した底泥

から溶出する栄養塩類による有機物の内部生産等

が水質の改善を遅らせる一因になっています。

このため、平成24（2012）年2月に第7次水質

総量削減計画を策定し、今後も対策を進めること

としました。

本県の水質総量規制対象区域（指定地域）は、

南勢地域の一部、伊賀、東紀州地域を除く21市

町、総量規制対象事業場は650事業場（平成25

（2013）年度末現在）となっており、県では総量

規制制度に基づく指導のほか、発生負荷量管理等

調査、伊勢湾における広域総合水質調査等を行っ

ています。

図１-４-１  伊勢湾の発生汚濁負荷量（COD）

図１-４-２  伊勢湾の発生汚濁負荷量 （全窒素、全燐）

平成18（2006）年２月に国と東海三県一市等

で組織する「伊勢湾再生推進会議」を設立すると

ともに、平成19（2007）年3月には「伊勢湾再

生行動計画」を策定して、伊勢湾再生に向けたさ

まざまな取組を進めています。

・ ＮＰＯ、学識者、市町等をメンバーとする

「伊勢湾再生推進検討会」を設置し、多様な主

体が協働・連携する仕組みづくりについて検

討するとともに、環境保全活動団体の意見交

換会・交流会を開催し、情報の共有やネット

ワーク化を進めました。

・ 陸域からの負荷削減に向けて、「三重県生活

排水処理施設整備計画（生活排水処理アクシ

ョンプログラム）」に基づき、地域の実情をふ

まえた下水道、集落排水、浄化槽等の事業を

計画的・効率的に進めました。

・ 海域の環境改善に向け、干潟・藻場の造成・

再生や底泥の浚渫による底質改善に取り組み

ました。

・ 県民や漁業者、学校等が互いに連携し、水

質モニタリング調査や川の健康診断を実施す

るなど、さまざまな主体が連携した取組を進

めました。

・ 三重大学等と連携し、伊勢湾沿岸域の底質

調査を実施し、伊勢湾における貧酸素水塊の

対策に向けた調査･研究を進めました。

・ 伊勢湾流域圏の広域的な取組として、愛知

県、岐阜県等と連携して「伊勢湾 森・川・

海のクリーンアップ大作戦」を実施し、平成

25（2013）年度は本県において36団体の参

加を得ました。

・ 国の「地域環境保全対策費補助金」を財源

として設置した「三重県海岸漂着物地域対策

推進基金」を活用し、海岸漂着物等の回収処

理や発生抑制対策に取り組みました。

・ 三県一市で構成する伊勢湾総合対策協議会

・海岸漂着物対策検討会においてパネル、ポ

スターを作成し、伊勢湾流域圏における海岸

漂着物対策の周知・啓発を進めました。
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三重県環境学習情報センターにおいて、地域で

環境活動を展開できる指導者の養成講座を開催し、

環境についてさまざまな視点で考え、行動ができ

る人材を育成しました。（平成25（2013）年度

指導者養成講座受講者数1,461人）

   県管理河川および海岸の環境美化について河川

海岸管理者だけの対応には限界があります。適正

な河川海岸管理を行っていくためには、県民参加

によるボランティア活動は望ましい形態であり、

ボランティア活動団体の育成、支援に努める必要

があります。

平成25（2013）年度には、県管理16河川にお

いて、ボランティア活動19団体等を対象に花木

の苗、球根、肥料等を提供しました。

  快適で安全な道路環境の確保および河川・海岸

等の美化を図るため、道路敷の除草、ゴミ、空き

缶等の清掃および河川敷の除草や海岸等の流木処

理、清掃を行いました。

また、道路、河川、海岸等の美化活動の推進を

図るため、ボランティア団体等に作業用物品の提

供等の支援を行っており、平成25（2013）年度

の実績は、道路関係で177団体、河川関係で170

団体、海岸等の関係で82団体となっています。

地域住民に道路の一定区間の除草、ゴミ拾い等

の世話をお願いする「ふれあいの道事業」を実施

しており、14団体（平成25（2013）年度実績）

の団体が活動を行いました。

県民が自主的に参画する県民参加の森林づくり

を進めるため、平成25（2013）年度には、NPO

法人「森林の風」が開催する間伐やチェーンソー

の取扱等の技術研修会に支援を行いました。

平成25（2013）年度は、地域と企業が連携し

て行うエコ通勤や環境教育等の実践を企業連携取

組で実施しました。

平成15（2003）年度から中部圏知事会の構成

団体とともに、夏季の一定期間において冷房温度

を28℃に設定し、ノーネクタイ、ノー上着など

の軽装で過ごそうという「サマーエコスタイル」

に取り組んでいます。

県庁内では、日常的な勤務はもちろん会議や出

張の場面でも夏期の軽装が徹底され、一つのライ

フスタイルとして定着してきています。

なお、平成17（2005）年度からは、国も「ク

ールビズ」として同様の取組を提唱しています。

勤務する職場や周辺を美しくすることは、快適

な生活環境づくりを行う第一歩と考え、県職員自

らが各職場で年間を通して自主的に庁舎周辺の美

化行動を行っています。

平成25（2013）年度は、4,391人の県職員が

このボランティア活動に参加しました。

三重県環境基本計画をふまえた環境教育の実践

活動として、子供たちが家庭において省エネルギ

ー活動を実践し、環境への意識を高める「キッズ

ISO14000プログラム」に企業、学校、行政が

連携して取り組んでいます。平成25（2013）年

度は県内企業10社からの協力を得て、8市町23

校、1団体691名の小学生が取り組みました。
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画が策定されています。平成25（2013）年度は、

設定した養殖数量が守られているかどうか確認し、

養殖漁場環境の保全に努めました。

農業生産段階での安全管理、衛生管理を徹底す

ることを目的に、三重県型GAP手法の推進拡大

を図るため、ＧＡＰ指導者育成研修会や生産者向

けGAP研修会を開催しました。また、GAPに対

する理解向上を目的に生産者、消費者、指導者対

象のシンポジウムも開催するとともに、GAPの策

定・実践に取り組む団体への助成も行いました。

本県では、県民や企業の皆様から信頼できるパ

ートナーとして認めていただけるよう、県自らが

まず環境負荷の低減に率先して取り組んでいます。

平成12（2000）年2月に本庁およびその周辺

機関においてISO14001を認証取得し、その後

順次対象範囲を拡大しながらISO14001に基づ

く環境マネジメントを推進してきました。

こうした中で、廃棄物の発生抑制及びリサイク

ルの促進、温室効果ガス排出量に係る電気、燃料

等の使用量削減などに大きな成果を上げることが

できました。

また、各所属において、業務特性および地域特

性に応じた独自の目標を設定して、取組を推進す

ることで、職員の環境意識の定着、成熟が図られ

ました。

平成25（2013）年度においても、ISO14001

に基づく環境マネジメントを推進したところです。

なお、このように、組織内での環境活動の定着

が図られたことから、平成25年（2013）度におい

て、本県の環境マネジメントについて見直しを行

い、平成26（2014）年４月から長年の ISO14001

の取組で培ったノウハウを活かしながら本県の行

政運営の仕組みである「みえ成果向上サイクル（ス

マートサイクル）」にマネジメントシステムを一本

化することにより、今までの成果を維持しながら

も、本県の仕組みに合致した、より効率的な運用

を行うこととしました。

本県では、自ら実施する開発事業について、そ

の計画を立案する段階から、環境保全に対する配

慮を審議・調整する環境調整システムを運用し、

県開発事業における環境配慮の徹底を図っていま

す。平成25（2013）年度には2件の開発事業に

ついて審議・調整を行いました。

対象とする開発事業の種類は次のとおりです。

① 道路の整備

② 河川・ダム等の整備

③ 海岸の整備

④ 公有水面の整備

⑤ 港湾の整備

⑥ 森林の整備

⑦ 公園の整備

⑧ 下水道の整備

⑨ 水道の整備

⑩ 農業農村の整備

⑪ 発電所の整備

⑫ 建物の建設

⑬ 用地の整備

⑭ その他

１－３


